
「灯
台
」
の
教
材
化
を
考
え
る

近
代
化
遺
産

「観
音
埼
灯
台
」
を
中
心
に

上
鶴
間
高
校
　
　
児
　
　
玉
　
　
祥

一
　
は
じ
め
に

「
灯
台
」

の
教
材
化
を
考
る
こ
と
と
な

っ
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。　
一
つ
は

『新
学
習
指
導
要
領
』
で
あ
る
。
『新
学
習
指
導
要
領
』
の

『日
本
史
Ａ
』
及
び

『日
本
史
Ｂ
』
そ
れ
ぞ
れ
に

「歴
史
と
生
活
」
、
「歴
史
の
考
察
」
と
い
う
項
目

が
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
な
か
で
も

『日
本
史
Ｂ
』
の

「歴
史
の
考

察
」
の

「
ア
歴
史
と
資
料
」
の

「
（イ
）
史
料
に
ふ
れ
る
」
で
は

「博
物
館
な

ど
の
施
設
や
地
域
の
文
化
遺
産
に
つ
い
て
の
関
心
を
高
め
、
文
化
財
保
護
の
重

要
性
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の
理
由
は
日
本

史
研
究
推
進
委
員
会
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
に
あ
る
。
前
回
ま
で
の
共
同
研
究
テ
ー

マ

「神
奈
川
に
お
け
る
西
洋
文
明
と
の
出
会

い
」
の
中
で
発
表
テ
ー
マ
を
い
く

つ
か
考
え
て
い
る
際
に
思
い
つ
い
た
テ
ー

マ
の

一
つ
に

「灯
台
」
が
あ

っ
た
。

調
べ
て
い
く
と
西
洋
式
の
灯
台
の
第

一
号
が
神
奈
川
の
三
浦
半
島
に
あ
る

「観

音
埼
灯
台
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
灯
台
は

「条
約
灯
台
」
と
呼
ば
れ
、

幕
末
に
列
強
諸
国
と
約
定
し
た

「改
税
約
書
」
の
第

一
一
条
に
記
さ
れ
、
建
設

を
列
強
諸
国
に
約
束
し
た
灯
台
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て

「灯
台
」
を
材
料
と
し
て
日
本
史
教
材
化
す
る
こ
と
は
今
回
の
共
同
研

究
テ
ー
マ

「神
奈
川
に
お
け
る
交
易

上
父
流

―
モ
ノ
を
活
用
と
し
た
日
本
史

教
材
―
」
に
も
合
致
す
る
と
考
え
て
発
表
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

二
　
灯
台
の
歴
史

（
１
）
灯
台
と
は

船
舶
が
海
上
で
の
位
置
を
知
る
た
め
の
道
じ
る
べ
と
な
る
岬
や
港
湾
に
立
つ

灯
台
は

「航
路
標
識
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

一
つ
で
あ
る
。
航
路
標
識
は

「航

路
標
識
法
」
の
第

一
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「灯
光
、
形
象
、
彩
色
、
音
響
、

電
波
等
の
手
段
に
よ
り
港
、
湾
、
海
峡
そ
の
他
の
日
本
国
の
沿
岸
水
域
を
航
行

す
る
船
舶
の
指
標
と
す
る
た
め
の
灯
台
、
灯
標
、
立
標
、
浮
標
、
霧
信
号
所
、

無
線
方
位
信
号
所
そ
の
他

の
施
設
を

い
う
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「航
路
標
識
」
は
海
上
保
安
庁
水
路
部
の
発
行
し
て
い
る

『灯
台
表
』
第

一
巻

に
次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

航
路
標
識
の
種
類

区
分
　
　
　
　
種
類

光
波
標
識
　
　
（夜
標
）

灯
台

・
灯
柱
、
灯
標
、
灯
浮
標
、
照
射
塔
、

導
灯
、
指
向
灯

（昼
標
）
立
標
、
浮
標

電
波
標
識
　
　
無
線
方
位
信
号
所
、
ロ
ラ
ン
Ｃ
、
デ

ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
Ｇ

Ｐ

Ｓ

音
波
標
識
　
　
霧
信
号
所

そ
の
他
標
識
　
船
舶
通
行
信
号
所
、
潮
流
信
号
所

（２
）
前
近
代
の
灯
台

世
界
最
古
の
灯
台
は
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
港
の
入
口
、
「
世
界

の
七
不
思
議
」
の

一
つ
と
さ
れ
る
フ
ァ
ロ
ス
島

（
フ
ア
ロ
ス
は
ラ
テ
ン
語
で
灯

台
の
意
）
に
建
て
ら
れ
た

「
フ
ア
ロ
ス
の
大
灯
台
」

（あ
る
い
は

「
ア
レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア
の
大
灯
台
」
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
は
、
ア
レ
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ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
建
設
し
た
ナ
イ
ル
川
河
口
西
岸
の
港
湾
都
市
で
、
プ
ト

レ
マ
イ
オ
ス
ニ
世

（在
位
前
二
八
三
～
二
四
六
）
時
代
に
完
成
さ
れ
た
プ
ト
レ

マ
イ
オ
ス
朝

エ
ジ
プ
ト
の
首
都
で
あ
る
。
こ
の
二
世
の
時
代
に
、
都
市
本
土
か

ら
フ
ァ
ロ
ス
島
ま
で

一
三
二
五
メ
ー
ト
ル
の
大
突
堤
が
築
か
れ
、
そ
の
東
端
に

こ
の
大
灯
台
が
建
設
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ロ
ス
の
大
灯
台
は
三

層
に
な

っ
て
お
り
、　
一
層
部
分
は
四
角
形
、
二
層
部
は
八
角
形
、
最
上
部
は
円

形
の
形
を
し
た
塔
で
、
高
さ
は

一
二
〇
メ
ー
ト
ル

（
一
説
に
は

一
三
〇
メ
ー
ト

ル
）
、　
一
三
〇
三
年
の
大
地
震
で
倒
壊
す
る
ま
で
、
そ
の
役
目
を
果
た
し
た
と

様
々
な
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
跡
地
に
は

一
四
七
七
年
に
イ
ス
ラ

ム
の
城
塞

（カ
イ
ト
ベ
イ
）
が
築
か
れ
た
た
め
、
現
在
で
は
灯
台
跡
は
全
く
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
の
灯
台
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
資
料
も
な
く
特
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
が
、
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
国
土
の
地
理
的
条
件
が
あ
り
、
古
代
か
ら

漁
業
や
海
運

・
河
川
水
運
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
船
の
道
じ
る
べ

た
る
簡
単
な
航
路
標
識
は
古

い
時
代
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
特
に
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
瀬
戸
内
海
を
中
心
と
す
る
内
航
海
運
と

と
も
に
、
朝
鮮
半
島

。
中
国
大
陸
と
の
海
上
交
通
も
発
展
し
て
い
き
、
目
印
と

し
て
の

「箸
火
」
や

「峰
火
」
を
焚
く
こ
と
は
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
石
川
県
能
登
半
島
の
北
端
、
禄
剛
崎
に
立

つ
白
亜
の
石
造
灯
台

「禄
剛
埼
灯
台
」
の
所
在
地
名
は
珠
州
市
狼
煙
町
で
あ
り
、
こ
の
地
名
は
近
代

以
前
の
航
路
標
識
と
関
係
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
国
に
も
同

様
に
等
火
や
狼
煙

・
峰
火
に
関
係
し
た
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
そ
し
て
室
町
時
代
の
勘
合
貿
易
時
代
や
安
土
桃
山

・
江
戸
時
代
初

期
の
朱
印
船
貿
易
の
興
隆
す
る
時
代
な
ど
外
航
海
運
は
発
達
し
、
ま
た
内
航
海

運
さ
ら
に
発
達
す
る
が
、
そ
の
間
の
航
路
標
識
に
関
す
る
資
料
は
見

い
だ
さ
れ

て
い
な
い
。　
一
六
世
紀
末
以
降
に
な
る
と
、
常
設
の
施
設
と
し
て
、
柱
と
屋
根

だ
け
の
小
屋
の
下
で
薪
や
柴
な
ど
を
焚
く

「等
火
台
」
の
所
在
が
神
奈
川
県
の

「城
ヶ
島
」
、
三
重
県
の

「菅
島
」
、
大
分
県
の

「姫
島
」
な
ど
よ
り
わ
ず
か
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

徳
川
幕
藩
体
制
が
確
立
し
、
菱
垣
廻
船

・
樽
廻
船
の
南
海
路
、
東
回
り
廻

船

・
西
回
り
廻
船
な
ど
内
航
海
運
が
発
達
す
る
と
航
路
標
識
の
整
備
も
進
む
こ

と
に
な
る
。
そ
の
後
も

「等
火
台
」
も
存
続
は
す
る
が
、
主
要
港
や
そ
の
近
辺

に
は
石
を
積
み
重
ね
た
台
の
上
に
木
造
の
建
物
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
建
物
の
窓

を
半
透
明
の
油
紙
障
子
で
覆
い
、
中
で
菜
種
油
か
綿
実
油
を
燃
や
し
て
光
源
を

取

っ
た

「和
式
灯
台
」
と
も
呼
ぶ

「灯
明
台
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
く
設
置

さ
れ
た
。
社
団
法
人
燈
光
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

『航
路
標
識
の
は
な
し
』
に

は

「慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
年
）
に
能
登
国
福
浦
の
日
野
喜
三
郎
と
い
う
人

が
、
福
浦
港
に
建
て
た
灯
明
台
は
、
石
づ
く
り
の
小
さ
な
も
の
で
、
油
紙
を
は
っ

た
障
子
の
中
で
油
を
も
や
し
て
火
を
と
も
す
も
の
で
し
た
。
こ
の
灯
明
台
が
、

日
本
で
初
め
て
油
を
使

っ
た
灯
台
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
の
初
め
ま
で
に
、

殿
さ
ま
や
、
港
の
商
人
達
が
建
て
た
灯
明
台
は
百
以
上
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
海
岸
近
く
の
神
社
の
境
内
に
あ
る
常
夜
灯
で
灯
台
の
役
目
を
し
て

い
た
も
の
が
あ
り
、　
今
で
も
そ
の
言
い
伝
え
の
あ
る
石
灯
ろ
う
が
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
残

つ
て
い
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
期
の

「灯
明
台
」
の
数

に
つ
い
て
は
、
長
岡
日
出
雄
著

『日
本
の
灯
台
』
（五
五
ペ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、

「
一
人
人
四
年
工
部
省
が
実
施
し
た
調
査
に
よ
り
、
そ
の
所
在
地
、
設
立
年
、

設
置
者
、
廃
止
時
期
な
ど
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
全
国
各

地
に
約

一
三
〇
基
あ
り
、
そ
の
配
置
と
し
て
は
、
や
は
り
瀬
戸
内
海
が
多
い
が
、

ほ
ぼ
全
国
の
主
要
港
近
辺
に
置
か
れ
て
い
た
。
設
置
者
は
、
調
査
書
原
文
に
あ

る
表
現
を
使
う
と
、
『幕
府
、
奉
行
、
代
官
、
藩
主
、
藩
士
、
廻
船
問
屋
協
力
、
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船
宿
協
力
、
人
民
、
人
民
協
力
、
人
民
共
有
、
村
民
、
有
志
者
』
な
ど
多
岐
に

わ
た

っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
れ
ら
の
灯
明
台
の
ほ
か
、
海

岸
近
辺
の
高
台
に
あ
る
神
社
、
寺
院
な
ど
の
常
夜
灯
が
早
く
か
ら
船
の
格
好
の

目
印
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
む
し
ろ
船
の
目
標
と
す
る

こ
と
が
主
目
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
例
と
し

て
海
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
摂
津
の
国
の
住
吉
神
社
の
高
灯
籠
や
江
戸
神

田
明
神
常
夜
灯
、
武
蔵
の
国
の
羽
田
弁
天
高
灯
籠
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
灯
明
台
の
管
理
に
つ
い
て
も
次
の
史
料
を
あ
げ
、
灯
台
職

員

（灯
台
守
）
の
前
身
で
あ
る
常
勤
の
番
人
の
存
在
が
あ

っ
た
こ
と
を
説
明
し

て
い
る
。

「摂
津
国
津
の
番
所
、
文
化
三

（
一
八
〇
六
〉
年
制
定
の
高
札
」

毎
暮
六
つ
よ
り
明
け
六
つ
迄
燈
不
断

風
雨
闇
夜
の
節
格
別
気
を
付
け
、
油
断
致
す
べ
か
ら
ぎ
る
事

難
破
船
有
之
様
子
見
侯
は
ゞ
、
早
速
浜
年
寄

へ
注
進
致
す
べ
き
事

見
馴
れ
ざ
る
船
及
見
侯
は
ゞ
、
是
亦
注
進
致
す
べ
き
事

川
役
兼
常
夜
燈
料
と
し
て
、
船
舶
、
筏
入
津
の
節
、
三
百
石
以
上
の

船

一
腹
に
付
銀
三
匁
づ

つ
、
磯
端
船
並
大
平
太

一
腹
に
付
銀

一
匁
づ

つ
一〓

（３
）
近
代
の
灯
台

日
本
が
現
在
の
よ
う
な
西
洋
の
技
術
を
導
入
し
た
近
代
的
な
灯
台

（近
代
以

前
の

「灯
明
台
」
を

「和
式
灯
台
」
と
呼
ぶ
）
を
建
て
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

慶
応
二

（
一
八
六
六
）
年
五
月
、
徳
川
幕
府
が
米
、
英
、
仏
、
蘭
の
四
か
国
と

結
ん
だ

「改
税
約
書

（江
戸
条
約
）
」
の
第

一
一
条
で

「
日
本
政
府

ハ
外
国
交

易
ノ
タ
メ
開
キ
タ
ル
各
港
最
寄
船
々
ノ
出
入
安
全
ノ
タ
メ
灯
明
台
、
浮
木
、
瀬

印
木
等
ヲ
備
フ
ベ
シ
」
と
約
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
航
路
標
識
の
設
置
が
義
務

づ
け
ら
れ
た
こ
と
が
端
緒
と
な

っ
て
い
る
。

「改
税
約
書
」
は
も
と
も
と
は
文
久
三

（
一
八
六
三
）
年
五
月

一
〇
日
長
州

藩
が
攘
夷
決
行
を
唱
え
、
下
関
海
峡
を
通
行
中
の
外
国
船
を
砲
撃
し
た
下
関
事

件
が
き

っ
か
け
で
結
ば
れ
た
条
約
で
あ
る
。
こ
の
事
件

の
報
復
と
し
て
英

・

米

・

ヽ
仏

・
蘭
四
国
連
合
大
艦
隊
は
、
翌
年
の
八
月
に
下
関
に
総
攻
撃
を
し
か
け
、

砲
台
を
す
べ
て
破
壊
し
占
拠
し
た
。
そ
の
上
に
幕
府
の
責
任
を
追
及
し
、
三
〇

〇
万
ド
ル
と
い
う
多
額
の
賠
償
金
の
支
払
い
を
約
束
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る

の
で
あ
る
。

幕
府
は
、
賠
償
金
の

一
部
を
支
払

っ
た
も
の
の
、
残
り
の
支
払
い
に
つ
い
て

の
延
期
要
請
を
行
な
う
が
、
四
か
国
側
は
二
〇
〇
万
ド
ル
分
を
放
棄
す
る
条
件

と
し
て
、
兵
庫

。
大
坂
の
開
港
、
通
商
条
約
の
天
皇
勅
許
の
取
り
つ
け
な
ど
に

加
え
、
輸
入
関
税
の
軽
減
を
強
要
し
た
。
そ
し
て
、
慶
応
二

（
一
人
六
六
）
年

一
月
か
ら
税
率
改
定
交
渉
が
江
戸
で
行
わ
れ
、
同
年
五
月
、
「改
税
約
書
」

一

二
箇
条
が
調
印
さ
れ
、　
一
一
条
に
灯
台
設
置
な
ど
の
航
路
標
識
の
建
設
が
義
務

づ
け
ら
れ
た
。

灯
台
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
を
中
心
と
す
る
四
カ
国
で

協
議
が
な
さ
れ
、　
一
一
月
に
は
具
体
的
に

一
〇
箇
所
の
灯
台
設
置
場
所

（う
ち

灯
船
二
隻
を
含
む
）
の
提
示
が
幕
府
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
幕
府
も
こ
れ
に
同

意
し
た
。
こ
こ
で
要
求
さ
れ
建
設
さ
れ
た

「灯
船
」
を
除
き
、
次
に
あ
げ
る
八

つ
の
灯
台
を

「条
約
灯
台
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「条
約
灯
台
」

観
音
埼
（神
奈
川
）、
剣
埼

（神
奈
川
）
、
野
島
埼

（千
葉
県
）
、
神
子
元
島

（静
岡
県
）
、
樫
野
埼

（和
歌
山
県
）
、
汐

（潮
）
岬

（和
歌
山
県
）
、
　
佐

多
岬

（鹿
児
島
県
）
、
伊
王
島

（長
崎
県
）。
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「灯
船
」

本
牧

（神
奈
川
県
、
灯
船
）
、
函
館

（北
海
道
、
灯
船
）

前
述
の

『日
本
の
灯
台
』
に
よ
る
と

「当
時
、
灯
台
に
つ
い
て
は
、
特
に
イ

ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
先
進
国
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
灯
台
建
設
の
面
で
は
イ

ギ
リ
ス
が
、
灯
台
機
器
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
が
優
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
幕

府
は
建
設
に
先
立
ち
、
あ
ら
か
じ
め
機
器
を
調
達
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
当
初

は
フ
ラ
ン
ス
ヘ
、
次
い
で
設
置
箇
所
指
定
の
際
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
イ

ギ
リ
ス
ヘ
発
注
す
る
こ
と
に
し
た
。

慶
応
三

（
一
人
六
七
）
年
末
、
幕
府
は
、
英

・
米

・
仏
の
合
同
調
査
に
基
づ

き
、
も

っ
と
も
緊
急
性
が
高

い
も
の
と
し
て
、
観
音
崎
、
野
島
崎
、
城
ケ
島
お

よ
び
品
川
第
二
砲
台
の
四
か
所
の
灯
台
建
設
を
優
先
的
に
着
工
す
る
こ
と
を
決

め
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
先
に
フ
ラ
ン
ス
に
発
注
し
て
あ

っ
た
灯
器
を
当
て

る
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
す
で
に
横
須
賀
製
鉄
所
の
工
場
長
と
し
て
来
日
し

て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
技
師

フ
ラ
ン
ソ
ワ

・
レ
オ
ン
ス

・
ヴ

ェ
ル
ニ
ー

（
Ｆ

・

Ｌ

。
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
）
に
建
設
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
、
直
後
に
幕
府
が
倒
れ
た

た
め
、
工
事
の
着
手
は
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
幕
府
は
灯
台
建
設
要
求
の
急
先
鋒
で
あ
り
、
列
強
意
見
の
取
り
ま
と

め
役
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
に
も
灯
台
機
器
の
調
達
と
と
も
に
技
術
者
の
派
遣
を
要

請
し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
、
人
選
の
結
果
、
土
木
技
師
リ
チ
ャ
ー
ド

・

ヘ
ン
リ
ー

・
ブ
ラ
ン
ト
ン

（Ｒ

。
Ｈ

・
ブ
ラ
ン
ト
ン
）
と
助
手
二
人
の
派
遣
を

決
定
し
た
。
明
治
維
新
が
起
こ

っ
た
が
明
治
新
政
府
は
、
灯
台
建
設
に
つ
い
て

は
幕
府
の
方
針
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
、
早
急
に
そ
の
実
施
に
取
り
か
か

っ
た
」

と
し
て
い
る
。

実
際
、
観
音
埼

・
野
島
埼

・
城
ケ
島

・
品
川
の
四
灯
台
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
幕
府
か
ら
依
頼
を
受
け
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
Ｆ

・
Ｌ

・
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
と

そ
の
技
術
者
た
ち
が
九
月
か
ら
工
事
を
始
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
「観
音
埼

灯
台
」
が
い
ち
ば
ん
早
く
、
明
治
元

（
一
人
六
八
）
年
の
暮
に
完
成
し
、
翌
明

治
二

（
一
八
六
九
）
年
の

一
月

一
日
、
初
め
て
日
本
の
海
を
西
洋
文
明
の
灯
台

の
光
が
照
ら
し
た
の
で
あ
る
。
「観
音
埼
灯
台
」
の
プ
レ
ー
ト
に
は
、
初
点
日

の
明
治
二

（
一
人
六
九
）
年
二
月

一
一
日
が
フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
で
刻
ま
れ

て
い
る
。

次

い
で
、
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
た
ち
は
、
野
島
埼
灯
台

（
一
人
六
九
年

一
二
月
）
、

品
川
灯
台

（
一
八
七
〇
年
三
月
）
、
城
ヶ
島
灯
台

（
一
人
七
〇
年
八
月
）
を
完

成
さ
せ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
に
よ
る
灯
台
建
設
は
、
こ
れ
ら
の
四

灯
台
を
も

っ
て
終
わ
り
、
他
の
条
約
灯
台
を
は
じ
め
そ
の
後
の
灯
台
整
備
は
、

こ
れ
も
幕
府
時
代
に
正
式
に
委
嘱
を
受
け
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
手

へ
移
さ
れ

た
。明

治
元

（
一
八
六
八
）
年
、
後
に

「
日
本
の
灯
台
の
父
」
と
称
さ
れ
る
Ｒ

・

Ｈ

・
ブ
ラ
ン
ト
ン
が
来
日
す
る
。

横
浜
市
立
開
港
資
料
館
編
の

『
Ｒ
．
Ｈ
．
ブ
ラ
ン
ト
ン

¨
日
本
の
灯
台
と
横

浜
の
ま
ち
づ
く
り
の
父
』
に
よ
る
と
、
ブ
ラ
ン
ト
ン
は

一
人
四

一
年
、
英
国
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

・
ア
バ
デ
イ
ー
ン
州
キ
ン
カ
ー
デ
ン
郡
に
生
ま
れ
る
。
も
と
も

と
鉄
道
工
事
関
係
の
土
木
技
師
で
あ

っ
た
が
、
英
国
政
府
か
ら
日
本
政
府
雇
い

の
灯
台
技
師
の
選
定
を
任
さ
れ
て
い
た
灯
台
建
築
家
ス
チ
ー
プ
ン
ソ
ン
兄
弟
に

採
用
さ
れ
、
短
期
間
の
灯
台
技
術
研
修
の
後
、　
一
人
六
八
年
、
二
人
の
助
手
と

共
に
灯
台
技
師
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
来
日
し
た
。
九
年
間
の
滞
在
中
、
駐
日

英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
や
伊
藤
博
文
、
井
上
馨
等
々
の
後
押
し
を
得
て
、
急
ビ

ッ

チ
で
灯
台
建
設
や
灯
台
技
術
者
養
成
の
た
め
の

「修
技
校
」
の
設
置
等
、
開
国

直
後
の
日
本
の
灯
台
の
整
備
に
力
を

つ
く
し
た
。
ブ
ラ
ン
ト
ン
が
設
計

・
施
工

監
督
し
た
灯
台
は
二
八
基
、
灯
船
二
隻
に
及
ん
だ
。
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主
な
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
れ
ば
、
樫
野
崎
、
潮
岬
、
神
子
元
島
、
伊
王
島
、

佐
田
岬
、
剣
埼
、
友
ケ
島
、
江
埼
、
部
埼
、
六
連
島
、
石
廊
埼
、
安
乗
埼
、
釣

島
、
鍋
島
、
大
吠
埼
、
御
前
埼
の
灯
台
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
灯
台
建
設
以
外
に
も
、
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
日
本
最
初
の
電
信
工
事

（明

治
二
年

・
横
浜
）
日
本
最
初
の
鉄
橋
建
設

（横
浜

・
伊
勢
佐
木
町
の
吉
田
橋
）

日
本
最
初
の
鉄
道
建
設
は
新
橋
か
ら
横
浜
間
が
最
適
と
明
治
政
府
に
意
見
書
を

提
出
、
大
阪
港

。
新
潟
港
の
築
港
計
画
の
意
見
書
提
出
、
横
浜
外
人
墓
地
の
下

水
道
工
事
の
設
計
な
ど
を
通
じ
て
、
鎖
国
が
解
か
れ
た
開
化
期
日
本
に

（西
欧

技
術
の
移
入
に
尽
力
）
功
績
を
残
し
た
。

明
治
九

（
一
人
七
六
）
年
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
後
、
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
、
『日
本

の
灯
台

（Ｊ

ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ｌ
ｉ

ｇ
ｈ
ｔ
ｓ
）』
の
論
文
を
学
会
で
発
表
、
そ
の
後

は
、
建
築
家
と
し
て
建
物
の
設
計

・
建
築
の
仕
事
を
し
た
。
そ
し
て
、
仕
事
の

合
間
に
書
き
た
め
て
い
た

『あ
る
国
家
の
目
覚
め

・
日
本
の
国
際
社
会
加
入
に

つ
い
て
の
叙
述
と
そ
の
国
民
性
に
つ
い
て
の
個
人
的
体
験
記
』
と
い
う
原
稿
を

ま
と
め
終
え
て
ま
も
な
く
、　
一
九
〇

一
年
に
こ
の
世
を
去

っ
た
。

な
お
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
（常
設
展
　
横
浜
開
港
と
近
代
化

『文
明
開
化
の
音
』
）
に
は
、
「横
浜
商
館
並
二
弁
天
橋
図

横
浜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

蒸
気
入
車
之
図
並
海
岸
洋
船
燈
明
台
を
眺
望
す
」
と
題
す
る
明
治
時
代
初
期
に

活
躍
し
た
二
代
国
鶴
作
品
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
正
面
左
に
は
横
浜
駅

（現
桜

木
町
駅
）
が
描
か
れ
、
右
の
大
岡
川
に
は
手
前
よ
り
大
江
橋
、
弁
天
橋
が
架
か

り
、
右
奥
に
は
灯
台
が
見
え
る
。
こ
の
灯
台
は
灯
明
台
役
所

（灯
台
寮
）
の
試

験
灯
台
で
あ
る
。

三
　
神
奈
川
の
灯
台

（
１
）
観
音
埼
灯
台

観
音
崎
灯
台
は
、
前
述
の
四
か
国
と
結
ん
だ
江
戸
条
約

（「改
税
約
書
」
）
で

建
設
を
約
束
さ
れ
、
日
本
で
最
初
に
点
灯
し
た
条
約
灯
台
で
あ
る
。

建
設
費
は
建
築
、
機
械
会
わ
せ
て
九
八

一
五
円
九
〇
銭

一
厘
で
、
使
用
さ
れ

た
煉
瓦
は
六
四
〇
〇
〇
枚
と
い
わ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
が
製

造
方
法
を
日
本
人
に
教
え
て
横
須
賀
製
鉄
所
で
焼
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

灯
台
の
規
模
は
、
煉
瓦
造
四
角
形
自
塗
り
の
洋
風
建
築
で
屋
上
に
灯
塔
を
設

け
、
灯
塔
の
高
さ
は
地
上
か
ら
灯
火
ま
で

一
二

。
一
二
メ
ー
ト
ル
。
フ
ラ
ン
ス

の
ヘ
ン
リ
ー
レ
ポ
ー
社
製
の
フ
レ
ネ
ル
式
第
三
等
不
動
レ
ン
ズ
を
備
え
、
二
重

心
灯
器
で

一
、
七
五
〇
燭
光
、
光
達
距
離

一
四
海
里
で
、
光
源
に
は
清
国
産
の

落
花
生
油
を
使
用
し
て
い
た
。

灯
台
の
管
理
は
、
明
治
五

（
一
人
七
二
）
年

一
月
に
工
部
省
灯
台
寮
に
移
さ

れ
る
ま
で
は
横
須
賀
製
鉄
所
が
あ
た
り
、
万
蔵
、
安
次
郎
の
二
人
の
灯
明
番
を

お
い
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
正
三

（
一
九

一
四
）
年
三
月
に
は
、
灯
器
を
乙
式
石
油
蒸
発
白
熱
灯
に
、

光
力
を
九
〇
〇
〇
燭
光
に
変
更
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
灯
台
は
煉
瓦
造
り
の
た
め
地
震
に
弱
く
、
大
正

一
一

（
一
九

二
二
）
年
四
月
二
六
日
の
地
震
で
倒
壊
し
、
翌
年
三
月

一
五
日
に
再
建
工
事
が
、

完
成
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ス
マ
ー
ト
な
灯
台
に
生
ま
れ
変
わ

っ
た
。
そ
し
て
、

同
年
六
月
二
六
日
に
は
電
化
さ
れ
、
七
五
〇
ワ
ッ
ト
の
電
球
を
使
用
し
光
度
は

九
万
燭
光
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
灯
台
も
わ
ず
か
半
年
の
寿
命
で
あ

っ
た
。
同
年
九
月

一
日
に

起
こ

っ
た
関
東
大
震
災

（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七

・
九

）
で
灯
塔
の
各
所
に
亀

裂
を
生
じ
、
北
東
に
六
度
も
傾
い
て
し
ま
い
再
建
工
事
が
必
要
と
な

っ
た
。
大
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正
十
三

（
一
九
二
四
）
年
九
月

一
人
日
着
工
、
翌
年
六
月

一
日
に
完
成
。
こ
れ

が
現
在
の
観
音
埼
灯
台
で
三
代
目
に
あ
た
る
。

な
お
、　
観
音
埼
灯
台
を
と
り
囲
む
よ
う
に
、
観
音
崎
の
台
地
に
は
砲
台
の

跡
が
残

っ
て
い
る
。
海
防
の
た
め
、
文
化
九

（
一
八

一
二
）
年
に
川
越
藩
主
松

平
肥
後
守
に
よ
っ
て
造
営
。
文
政
四

（
一
八
二

一
）
年
以
後
は
、
浦
賀
奉
行
所

に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
の
後
、　
文
久
元
年

（
一
八
六

一
）
年
か
ら
は
江
川

太
郎
左
衛
門
が
引
継
ぎ
、
明
治
に
入
る
と
、
以
後
、
観
音
崎

一
帯
は
要
塞
と
し

て
、
　
昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）
年
八
月

一
五
日
の
終
戦
ま
で
軍
の
管
理
と

さ
れ
た
。

第

一
、
第
二
、
第
二
、
第
四
、
南
門
、
大
浦
、
三
軒
家
の
砲
台
跡
と
そ
れ
に

付
随
す
る
火
薬
庫
の
跡
な
ど
、　
今
で
も
石
組
や
レ
ン
ガ
造
り
の
砲
台
跡
が
残

っ

て
い
る
。

（２
）
剣
埼
灯
台

三
浦
半
島
の
東
南
端
、
海
食
台
地
が
太
平
洋
に
落
ち
込
む
剣
崎
。
け
わ
し
く

切
り
立
つ
断
崖
上
に
立

つ
剣
埼
灯
台
は
、
慶
応
二

（
一
人
六
六
）
年
の
江
戸
条

約
に
基
づ
く
条
約
灯
台
の

一
つ
で
、
初
点
灯
明
治
四

（
一
八
七

一
）
年
三
月

一

日
で
あ
る
。
設
計

・
建
設
は
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
ブ
ラ
ン
ト
ン
に
な
る
石
造
灯
台

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
プ
ラ
ン
ト
ン
の
灯
台
は
大
正

一
二
年

（
一
九
二
三
）
年

の
九
月

一
日
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
倒
壊
し
た
た
め
、
大
正

一
四

（
一
九
二
五
）

年
に
改
修
工
事
が
行
な
わ
れ
、
白
色
八
角
形
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
灯
台
と
し
て

再
建
さ
れ
現
在
も
活
躍
し
て
お
り
、
東
京
湾
を
出
入
り
す
る
船
に
と

っ
て
重
要

な
目
印
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
灯
台
付
近
は
荒
磯
遊
歩
道
と
し
て
整
備
さ
れ

て
い
る
。
剣
埼
灯
台
は
、
な
お
、
晴
れ
た
日
は
灯
台
か
ら
、
房
総
半
島
の
館
山

か
ら
伊
豆
大
島
、
新
島
さ
ら
に
伊
豆
半
島
ま
で
を
展
望
で
き
る
。

初代 「観音埼灯台」図

社団法人燈光会の『航路標識のはなし』

より
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（
３
）
城
ヶ
島
灯
台

神
奈
川
県
三
浦
半
島
の
最
南
端
に
あ
る
城
ヶ
島
西
端
に
立

つ
城
ヶ
島
灯
台

も
、
慶
応
二

（
一
八
六
六
）
年
の
江
戸
条
約
に
基
づ
く
条
約
灯
台
の

一
つ
で
、

フ
ラ
ン
ス
人
技
師
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
設
計
に
よ

っ
て
設
置
さ
れ
た
、
初
点
灯
明
治

三

（
一
八
七
〇
）
年
九
月
八
日
、
日
本
の
洋
式
灯
台
と
し
て
は
第
五
番
目
の
も

の
で
あ

っ
た
。
建
設
当
初
は
、
塔
形

（円
形
）
の
煉
瓦
造
で
あ

っ
た
が
、
こ
の

灯
台
も
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
灯
塔
、
附
属
舎
共
に
倒
壊
し
て
し
ま

っ
た
。
そ

の
後
、
大
正

一
四

（
一
九
二
五
）
年
八
月

一
日
に
再
建
さ
れ
た
の
が
、
現
在
の

灯
台
で
、
自
色
塔
形

（円
形
）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
灯
台
と
な

っ
て
い
る
。
白

亜
の
灯
台

「城
ヶ
島
灯
台
」
の
周
辺
は
、
太
平
洋
を
望
む
景
勝
地
で
、
海
岸
の

磯
は
、
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
場
所
で
も
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

日
本
の
灯
台
の
う
ち
、
明
治
時
代
に
建
設
さ
れ
今
で
も
現
役
で
活
躍
す
る
灯

台
が
六
七
基
も
存
在
す
る
。
な
か
で
も
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
Ｒ

・
Ｈ

・
ブ
ラ
イ
ト

ン
に
よ

っ
て
設
計
さ
れ
、
明
治
四

（
一
八
七

一
）
年

一
月

一
日
に
初
点
灯
さ
れ

さ
れ
て
以
来
そ
の
ま
ま
の
姿
で
活
躍
し
て
い
る
石
造
造
り
の

「御
子
元
島
灯
台

（静
岡
県
下
田
市
）
」
は
、
近
代
遺
産
と
し
て
の
資
料
的

・
文
化
的
価
値
も
高
く
、

国
指
定
史
跡
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
航
路
標
識
協
議
会
が
提
唱
し
た

「世
界
各
国
の
歴
史
的
に
特
に
重
要
な
灯
台
百
選
」
に
も
選
ば
れ
て
い
る
。

海
に
囲
ま
れ
た
島
国

『日
本
』
に
お
い
て
、
海
の
道
じ
る
べ
で
あ
る

「灯
台
」

は
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
や
歴
史
に
つ
い
て
私

た
ち
が
考
え
る
機
会
は
少
な
く
、
ま
し
て
、
授
業
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
新
学
習
指
導
要
領
の

『日
本
史
Ｂ
』

が
だ
さ
れ
、
そ
こ
で
重
視
し
て
い
る

「歴
史
の
考
察
」
に
お
け
る

「資
料
を
よ

む
」
。
「
資
料
に
ふ
れ
る
」
こ
と
に
対
応
す
る
教
材
の
開
発

の

一
つ
と
し
て
、

「灯
台
」
の
教
材
化
は
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
し
て
今
回
、
灯
台
を
テ
ー
マ
に
発
表
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
だ
が
、
時
間
的

な
制
約
も
あ
り
、
神
奈
川
に
お
け
る
三
浦
半
島
の
歴
史
的
な
灯
台
の
三
基
し
か

調
査
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
発
表
の
内
容
は
非
常
に
貧
し
い
も
の
と
な

っ
て
し

ま

っ
て
い
る
。

「灯
台
」
の
教
材
化
の
た
め
に
は
ま
だ
ま
だ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
は
じ
め

調
査

・
研
究
の
必
要
が
あ
る
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
子
元
島
灯

台
を
は
じ
め
全
国
に
は
築
後
百
年
を
超
え
地
域
の
文
化
遺
産
と
も
な

っ
て
い
る

現
役
の
灯
台
が
数
多
く
あ
る
。
今
後
は
歴
史
的
な
灯
台
は
無
論
の
こ
と
、
観
光

灯
台
で
も
あ
る
江
ノ
島
灯
台
、
世
界

一
の
高
さ
を
誇
る
マ
リ
ン
タ
ワ
ー
な
ど
の

爾
´
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灯
台
を
も
含
め
、
灯
台
の
今
日
的
な
役
割
も
も

っ
と
深
く
調
べ
る
と
と
も
に
、

地
理

・
歴
史

。
社
会

・
経
済
な
ど
の
視
点
か
ら
も
灯
台
の
研
究
を
進
め
教
材
化

を
図

っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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